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講 演 会 の ご 案 内
・ ３月２７日（木）日 時

１４：００～１５：３０
・ 一楽 ホール場 所

（ ）秋葉区新津本町２-７-１０
TEL 22-3155

・ 「その時、歴史が動いた」テーマ

・ 松平 定知 氏講 師
さだとも

・ 100名（定員になり次第締め切り）定 員

・ 無 料聴講料
※当日は、講演会終了後１５：４０から臨時議員総会
が開催されます。

・ 新津商工会議所事務局 TEL:22-0121申込み

☆決算申告相談会☆
(事前に時間の予約をして下さい)

●日時 ３月３日(月)～７日(金)
9:00～ 12:00／13:00～16:00

●会場 新津商工会議所 ３Ｆ

◇消費税申告相談会◇
(事前に時間の予約をして下さい)

○日時 ３月18日 (火)19日(水)21日(金 )
9:00～ 12:00／13:00～16:00

○会場 新津商工会議所 ３Ｆ

※決算・消費税相談会は待ち時間短縮のた
め時間予約をはじめました。
ご協力お願いいたします。

※わかるところは記入してきてください。
※決算・申告相談につきましては、若干の
手数料をいただきます。ご了承ください。

主 催 新 津 商 工 会 議 所
新津中小企業相談所
新 津 青 色 申 告 会

事業主の皆様へ

パートタイム労働法が変わります！
～平成２０年４月１日施行～

● 改正のポイント ●
１．パートタイム労働者を雇い入れる際 「昇給の有無 「退、 」、
職手当の有無 「賞与の有無」を文書等で明示することが」、

されます。義務化
２．雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、その
パートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した
事項を説明することが されます。義務化

３．パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定
されます。

（１）通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の
職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金
を決定することが されます。努力義務化

（２）通常の労働者と比較してパートタイム労働者の職務の内
容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、
その期間について賃金を通常の労働者と同一の方法で決定
することが されます。努力義務化

（３）パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ
場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を
身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練に
ついては、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につ
けている場合を除き、事業主はパートタイム労働者に対し
ても通常の労働者と同様に実施することが されま義務化
す。

（４）上記の訓練以外の訓練、例えばキャリアアップのための
、 、訓練などについては 職務の内容の違い如何にかかわらず

事業主はパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、
能力及び経験などに応じ実施することが されま努力義務化
す。

（５ 「給食施設 「休憩室 「更衣室」について、事業主は） 」、 」、
パートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮する
ことが されます。義務化

（６）事業主は「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働
者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。

４．通常の労働者への転換を推進するための措置を講じること
が されます。義務化

５．パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決の仕組み
がととのえられます。パートタイム労働者から苦情の申し
出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが

されます。紛争解決援助の仕組みとして 【都努力義務化 、
道府県労働局長による助言、指導、勧告 【均衡待遇調停】、
会議による調停】が設けられます。

パートタイム労働法に関するお問い合せは、各都道府県労働局
雇用均等室へ 新潟労働局 TEL:025-234-5928

経 営 力 を 高 め る ！会計セミ ナ ー
～資金体質を強化する会計～

経営の現状把握を通じて、資金体質を強化する会計
を身につけ、事業の効率化や経営基盤を強化するため
のポイントについて解説致します。
是非ご参加下さい。

２ 13:30～16:00●日 時 月 日（水）２７
●対象者 経営者・財務担当者等
●会 場 新津健康センター

(新潟市秋葉区程島1979-4)
●講 師 武田中小企業診断士

社会保険労務士事務所

氏武田 浩昭
●受講料 無 料（教材費含む）
●定 員 ５０名

（ ）●申込先 新津商工会議所 記：平野
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４月パソコン講座
定員6名)開催スケジュール(

Windows Vista（ウィンドウズビスタ）搭載
の新型ＰＣ導入！ Word2007ワープロコース
とExcel2007表計算コースを開催します！

・初歩の初歩コース「Windows Vista」
４月15日(火)～17日(木) １４:００ ～

・ワープロ（初級）コース「Word2007」
４月15日(火)～17日(木) １８:００ ～

※各コース共に受講料とテキスト代が掛かります。

（平成20年 2月 20日現在）金 融 情 報
新 津 商 工 会 議 所

新潟市新津地域内全金融機関と提携し、金
会 員 向 け

利・スピード面などの優遇措置を設けた融
特 別 融 資

資制度です。貸付限度額や利率等は、お取
制 度

引き金融機関にお問い合せ願います。

新 潟 市 制 度 融 資 の 概 要

保証付 2.10%～ 2.30%地 方 産 業 運 転 ５年
1,000万円

保証無 2.60%育 成 資 金 設 備 ７年

運 転 保証付 2.20%一 般 融 資 2,000万円 7～8
年 保証無 2.70%設 備

保証付 1.90%夏 期 ･年 末
700万円 運 転 ６ヶ月

保証無 2.40%資 金

商店街等活 運 転 保証付 2.00%資金使途等
性化対策資金 設 備 保証無 2.50%により異なる

７年

2.20%
無担保無保 7～10

1,000万円
運 転

証 人 融 資 年設 備

工場等新増 7～12 保証付 1.90%
2億円 設 備

設 資 金 年 保証無 2.40%

設備近代化 7～12 保証付 1.90%
8,000万 円 設 備

資 金 年 保証無 2.40%

年数により中 小 企 業
運 転

異なる振 興 資 金
1億5千万円 設 備 1年～

転 貸

金融機中 小 企 業 総投資額の
設 備

申請時の長期近代化資金 30％以内 関の定
プライムレー

中小企業共 総投資額で定 設 備
めると

トで算出
同施設資金 めた割合以内

ころに
よる

1,000万円 2.40％
中 小 企 業 運 転 5～10
開 業 資 金 設 備 年

人材確保･時 保証付2.05％
5,000万円 設 備 ７年

短促進資金 保証無2.55％

経 営 支 援 保証付1.90％
3,000万円 運 転 ９年

特 別 融 資 保証無2.40％

既往市制中小企業資
3,000万円 10年 1.90％金繰り円滑 度融資借

入金の返化借換融資
済

国民生活金融公庫融資概要

2.20％普 通 貸 付 4,800万円
運 転 5 年

以内設 備

教育資金貸付 10年 2.20％200万円
教 育
資 金

経営改善貸付 1.90％550万円
運 転 ５年

７年設 備

【新潟市制度融資の受付は、新潟市秋葉区役所か当所(当所は

地方産業育成資金･一般融資･無担保無保証人融資のみ)、夏

期･年末資金は取引銀行まで。国民生活金融公庫の申込は当

（記：蝿野）所か公庫新潟支店(TEL025-228-2152）まで】

新津商工会議所 各種相談会
○新潟県信用保証協会定例相談会

３月４日(火)・４月１日(火)
○国民生活金融公庫定例相談会

３月11日(火)・４月８日(火)
○ＩＴ化相談日

３月14日(金)・４月11日(金)

掛金が安く、事故処理を安心して
自動車共済委せられる

特色
★自動車共済は全国組織で、事故処理サービスが行届い

ています。

★他社の無事故割引（等級）は継続して適用します。

★掛金は、他社に比べ割安です。

経費の節約に役立ちます。★

見積提案サービス
新規、増車契約又は他社満期契約がありましたら、お

気軽にお申し付けいただければ見積書を作成いたします。

～労働時間等設定改善推進事業～

個別訪問相談のお知らせ
労使による、労働時間等の設定の改善に向

けた取り組みをお考えの事業所様へ、専門相
談員を派遣致します。
この機会に、是非ご利用下さい。

☆相談期間 平成20年3月30日まで
☆対 象 会員事業所
☆相 談 料 無 料
☆申 込 み 新津商工会議所

TEL:22-0121

老後の生活資金、確定申告での所得
税・ ・ ・皆さんの不安を解消します！

～小規模企業共済をご利用ください～

小規模企業の個人事業主または会社等の
役員の方が事業をやめられたり退職された
場合に、生活の安定や事業の再建を図るた
めの資金をあらかじめ準備しておく共済制
度で、いわば経営者の退職金制度といえる
ものです。

◆税制面で大きなメリット
・掛金は全額所得控除
・ 小規模企業共済等掛金控除」として「
課税対象から控除出来ます。

◆事業資金等の貸付制度も充実
◆受取共済金は･･･

退職所得扱い(一括受取)
または公的年金等の雑所得扱い

（ ）※お申込み問い合わせ当所まで 記：後藤


